
議案第１１６号 

 

市 道 路 線 の 認 定 の 件 

 

下記の路線を市道に認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

 

記 

 

路線の認定  

図示  

番号  
路 線 名  

認   定   区    間  重要な

経過地  起  点  終  点  

１  島 ９ 号 線 南小串二丁目  島一丁目  
 

２  島 １ ０ 号 線 島二丁目  島二丁目  
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   位置図  

  Ｓ＝１：10,000  

議案第１１６号参考図 
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認定区間 
  位置図  

  Ｓ＝１：2,500  

議案第１１６号拡大図 

② ① 
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令和６年１２月 産業建設委員会 資料 

 

議案第１１６号 市道路線の認定の件 

 

 

 

 

 

 

 

土木建設部 道路整備課 





議
案
第
百
八
号 

 
宇
部
市
都
市
公
園
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
二
の
表
中
「
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
の
下
に
「
、
に
ぎ
わ
い
交
流

施
設
、
屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
都
市
型
ス
ポ
ー
ツ
広
場
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

恩
田
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
整
備
事
業
の
実
施
に
よ
る
公
園
施
設
の
新
設
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を

行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

4
9



 

 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
） 

都
市
公
園
名 
有
料
公
園
施
設
の
名
称 

恩
田
運
動
公

園 

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
に
ぎ
わ
い
交
流
施
設
、

屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
都
市
型
ス

ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

 

都
市
公
園
名 

有
料
公
園
施
設
の
名
称 

恩
田
運
動
公

園 

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
に
ぎ
わ
い
交
流
施
設
、

屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
都
市
型
ス

ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
二
（
第
七
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
七
条
関
係
） 

二 

二 

都
市
公
園
名 

公
園
施
設
の
名
称 

恩
田
運
動
公

園 

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
に
ぎ
わ
い
交
流
施
設
、

屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
都
市
型
ス

ポ
ー
ツ
広
場 

 
 

 
 

 
 

 

都
市
公
園
名 

公
園
施
設
の
名
称 

恩
田
運
動
公

園 

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
に
ぎ
わ
い
交
流
施
設
、

屋
根
付
き
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
都
市
型
ス

ポ
ー
ツ
広
場 
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にぎわい交流施設 新設

R6年12月議案

都市型スポーツ広場 新設

屋根付きグラウンド 新設



議案第１１２号 

 

宇部市旧宇部銀行館に係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市旧宇部銀行館の指定管理者を指定することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議

決を求める。 

  令和６年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市旧宇部銀行館 宇部市新天町一丁目１番１号 

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市新天町一丁目２番３６号 

  株式会社エフエムきらら   

代表取締役  内  山   悟 

３ 指定する期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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　資料①　



  

       

 
 

75.0 51.6 46.2 46.8 48.0 42.6 

 
 

125.0 78.6 82.8 79.2 76.8 72.0 

 
 

150.0 102.0 94.0 96.0 104.0 82.0 

 

 
100.0 57.6 64.6 66.2 58.8 44.8 

 
 

50.0 38.0 38.0 32.0 30.0 28.0 

 
      

    500.0 327.8 325.6 320.2 317.6 269.4 

 



議案第１１３号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和５年９月市議会定例会において議決された議案第８１号について、下記のと

おり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議会の

議決を求める。 

  令和６年１２月６日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

記  

 変更請負金額  一金 １,７０９,２４９,３００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（当初 一金 １,５８９,５００,０００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 工事の概要  鉄骨造３階建て 

延べ面積 ３,３２７.１６㎡ 

４ 契約の相手方  宇部工業・塚原建設・沖村建設共同企業体 

６ 契約の相手方  代表者 宇部市大字妻崎開作８７４番地１ 

             宇部工業株式会社 

              代表取締役社長  河  野   剛  志 

             宇部市大字藤曲１７５３番地４６ 

             塚原建設株式会社 

代表取締役  塚  原  正  好  

宇部市大字妻崎開作１２７１番地１９  

株式会社沖村建設  

代表取締役  沖  村  重  人  
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５ 変更の理由   労務単価改正に伴うインフレスライド条項の適用、工期延伸

に伴う諸経費の増加等により、工事請負金額を増額変更するも

のである。 
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議案第１１４号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和５年１２月市議会定例会において議決された議案第１１０号について、下記

のとおり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議

会の議決を求める。 

  令和６年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

記 

１変更請負金額   一金 ２２６,３７６,７００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（変更前 一金 １９０,２３２,９００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（電気設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 工事の概要  （ 1）電灯・動力設備工事 一式 

（2）入退室管理設備工事 一式 ほか 

４ 契約の相手方  鶴谷秀電社・前村電気工事共同企業体 

代表者 宇部市東琴芝一丁目１番４６号 

株式会社鶴谷秀電社 

代表取締役  鶴  谷  孝  二  

             宇部市神原町二丁目８番５１号 

             前村電気工事株式会社 

              代表取締役  前  村  隆  文 

５ 変更の理由   労務単価改正に伴うインフレスライド条項の適用、工期延伸

に伴う諸経費の増加等により、工事請負金額を増額変更するも

のである。 
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議案第１１５号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和５年１２月市議会定例会において議決された議案第１１１号について、下記

のとおり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議

会の議決を求める。 

  令和６年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

記 

１変更請負金額  一金 ２９６,７３２,７００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（変更前 一金 ２６６,７１４,８００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  宇部市新庁舎２期棟新築（機械設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市常盤町一丁目地内 

３ 工事の概要  （ 1）空気調和設備工事 一式 

（2）給排水衛生設備工事 一式 ほか 

４ 契約の相手方  大栄建設・富士管工共同企業体 

代表者 宇部市北琴芝二丁目１２番１－２号 

大栄建設株式会社 

代表取締役社長  原  田  亜 希  那 

             宇部市文京町６番３３号 

             富士管工株式会社 

              代表取締役  柴  田  泰  広 

５ 変更の理由   労務単価改正に伴うインフレスライド条項の適用、工期延伸

に伴う諸経費の増加等により、工事請負金額を増額変更するも

のである。 
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議
案
第
百
七
号 

 

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

目
次
及
び
第
一
条
中
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
二
及
び
第
二
条
の
三
を
削
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
、
「
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
」
を

削
る
。 

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
、
「
、
市
長
の
承
認
を
受

け
て
」
を
削
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
、
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
四
の
見
出
し
中
「
利
用
指
定
」
を
「
の
使
用
指
定
」
に
改
め
、
同
条
中
「
利
用
指

定
」
を
「
使
用
指
定
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
第
三
項
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

「
第
五
章 

市
場
施
設
の
利
用
」
を
「
第
五
章 

市
場
施
設
の
使
用
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
五
条
の
見
出
し
中
「
利
用
指
定
」
を
「
使
用
指
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用

す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
、
「
利
用
期
間
そ
の
他
の
利
用
条
件
は
、
指
定
管
理
者
」
を
「
使
用

期
間
そ
の
他
の
使
用
条
件
は
、
市
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
し
よ
う
」
を
「
使
用
し

よ
う
」
に
、
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市

長
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
六
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
さ
せ
」
を
「
使
用
さ
せ
」
に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
七
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
八
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
資
格
」
を
「
使
用
資
格
」
に
、
「
指

定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

3
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第
五
十
九
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
、
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
」

を
「
使
用
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
使
用
料
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
は
、
指
定

管
理
者
に
対
し
、
利
用
料
金
」
を
「
使
用
者
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
額
の
使
用
料
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
、
「
公
益
上
」
を
「
災
害
の
発
生
」

に
、
「
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
五
項
中
「
そ
の
他
施
設
利
用
」
を
「
そ
の
他
施
設
使
用
」
に
、
「
利
用
者
」
を
「
使

用
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。 

第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
、
「
市
場
入
場
者
」
を
「
市
場
へ
入

場
す
る
者
」
に
改
め
る
。 

第
七
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
十
七
条 

削
除 

別
表
第
四
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
表
備
考

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

備
考 

面
積
に
係
る
使
用
料
の
額
並
び
に
会
議
室
及
び
冷
蔵
庫
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
こ
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
合
計
額
に
消
費
税
額
及
び
地
方
消

費
税
額
を
加
え
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
規
定
に
よ
り
な

さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。 

「
説
明
」 

 

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
に
つ
い
て
、
施
設
の
再
整
備
後
の
運
営
を
考
慮
し
、
管
理
手
法
を
変
更

す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

4
0



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

目
次 

目
次 

第
五
章 

市
場
施
設
の
利
用
（
第
五
十
五
条
―
第

六
十
一
条
） 

第
五
章 

市
場
施
設
の
使
用
（
第
五
十
五
条
―
第

六
十
一
条
） 

（
目
的
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
（
以

下
「
市
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
卸
売
市
場
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
及

び
施
設
の
利
用
、
監
督
処
分
等
に
つ
い
て
定
め
、

生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及

び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
つ
て
市
民
等
の
生

活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
（
以

下
「
市
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
卸
売
市
場
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
及

び
施
設
の
使
用
、
監
督
処
分
等
に
つ
い
て
定
め
、

生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及

び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
つ
て
市
民
等
の
生

活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
二
条
の
二 

市
長
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
場
の
管
理
を
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
市
長
が
指
定
す
る
も
の

（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
） 

第
二
条
の
三 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

市
場
施
設
（
市
場
内
の
用
地
及
び
建
物
そ
の

他
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
の

指
定
及
び
許
可
（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
を

含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

市
場
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
場
施
設
及
び
附
属
設
備
の
維
持
管
理
に
関

す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
市
場
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
市
長
の
専
属
的
権
限
に
属
す
る
も

の
を
除
く
業
務 

 

（
開
場
の
期
日
） 

（
開
場
の
期
日
） 
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第
四
条 

第
四
条 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

出
荷
者
及
び
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認

を
受
け
て
、
休
日
に
開
場
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
利
益
を
阻
害
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
休
日

以
外
の
日
に
開
場
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

出
荷
者
及
び
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

、
休
日
に
開
場
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
利
益
を
阻
害
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
休
日

以
外
の
日
に
開
場
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
開
場
の
時
間
） 

（
開
場
の
時
間
） 

第
五
条 

開
場
の
時
間
は
、
午
前
四
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者

は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市

長
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
れ
を
臨
時
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
条 

開
場
の
時
間
は
、
午
前
四
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長 

 
 
 
 
 

は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
こ
れ
を
臨
時
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
保
証
金
の
充
当
） 

（
保
証
金
の
充
当
） 

第
十
条 

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
利
用
料
金
そ
の
他

市
場
に
関
し
て
指
定
管
理
者
に
納
付
す
べ
き
金
額

の
納
付
を
怠
つ
た
と
き
は
、
次
項
の
優
先
し
て
弁

済
を
受
け
る
権
利
に
優
先
し
て
、
保
証
金
を
こ
れ

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 
市
長
は
、
卸
売
業
者
が
使
用
料 

 

そ
の
他

市
場
に
関
し
て
市 

 
 
 
 
 
 
 

に
納
付
す
べ
き
金
額

の
納
付
を
怠
つ
た
と
き
は
、
次
項
の
優
先
し
て
弁

済
を
受
け
る
権
利
に
優
先
し
て
、
保
証
金
を
こ
れ

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
卸
売
業
者
の
地
位
承
継
及
び
施
設
利
用
指
定 

 

） 

（
卸
売
業
者
の
地
位
承
継
及
び
施
設
の
使
用
指
定
） 

第
十
一
条
の
四 

前
条
の
規
定
に
よ
り
、
卸
売
業
者

の
地
位
を
承
継
し
た
譲
受
人
又
は
合
併
後
存
続
す

る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

若
し
く
は
分
割
に
よ
り
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業

務
を
承
継
し
た
法
人
は
、
譲
渡
人
又
は
合
併
以
前

の
法
人
若
し
く
は
分
割
以
前
の
法
人
が
第
五
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
指
定
を
受
け
て
い

た
市
場
施
設
に
つ
い
て
の
利
用
を
認
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。 

第
十
一
条
の
四 

前
条
の
規
定
に
よ
り
、
卸
売
業
者

の
地
位
を
承
継
し
た
譲
受
人
又
は
合
併
後
存
続
す

る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

若
し
く
は
分
割
に
よ
り
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業

務
を
承
継
し
た
法
人
は
、
譲
渡
人
又
は
合
併
以
前

の
法
人
若
し
く
は
分
割
以
前
の
法
人
が
第
五
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
指
定
を
受
け
て
い

た
市
場
施
設
に
つ
い
て
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。 

（
保
証
金
） 

（
保
証
金
） 

第
三
十
条 

第
三
十
条 

３ 

関
連
事
業
者
の
預
託
す
べ
き
保
証
金
の
額
は
、

利
用
料
金
月
額
の
六
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

３ 

関
連
事
業
者
の
預
託
す
べ
き
保
証
金
の
額
は
、

使
用
料 

 

月
額
の
六
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

（
卸
売
業
者
等
に
よ
る
売
買
取
引
の
条
件
の
公
表
） 

（
卸
売
業
者
等
に
よ
る
売
買
取
引
の
条
件
の
公
表
） 

第
四
十
四
条 

卸
売
業
者
は
、
そ
の
取
扱
品
目
そ
の

他
売
買
取
引
の
条
件
（
売
買
取
引
に
係
る
金
銭
の

第
四
十
四
条 

卸
売
業
者
は
、
そ
の
取
扱
品
目
そ
の

他
売
買
取
引
の
条
件
（
売
買
取
引
に
係
る
金
銭
の
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収
受
に
関
す
る
条
件
を
含
む
。
）
を
定
め
た
と
き

及
び
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
指
定
管
理

者
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

収
受
に
関
す
る
条
件
を
含
む
。
）
を
定
め
た
と
き

及
び
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
市
長 

 
 
 
 

 
 

に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
届
出
の
内
容
（
売
買

取
引
に
係
る
金
銭
の
収
受
に
関
す
る
条
件
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
前
項
の
届
出
の
内
容
（
売
買

取
引
に
係
る
金
銭
の
収
受
に
関
す
る
条
件
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
売
買
取
引
の
制
限
） 

（
売
買
取
引
の
制
限
） 

第
四
十
六
条 

せ
り
売
又
は
入
札
の
方
法
に
よ
る
卸

売
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
売
買

を
差
し
止
め
、
又
は
せ
り
直
し
若
し
く
は
再
入
札

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
六
条 

せ
り
売
又
は
入
札
の
方
法
に
よ
る
卸

売
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
市
長 

 
 
 
 
 

は
、
そ
の
売
買

を
差
し
止
め
、
又
は
せ
り
直
し
若
し
く
は
再
入
札

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

卸
売
業
者
、
買
受
人
又
は
買
出
人
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者

は
、
売
買
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

卸
売
業
者
、
買
受
人
又
は
買
出
人
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長 

 
 
 
 
 

は
、
売
買
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買
禁
止
等
） 

（
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買
禁
止
等
） 

第
四
十
七
条 

指
定
管
理
者
は
、
衛
生
上
有
害
な
物

品
が
市
場
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
七
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
衛
生
上
有
害
な
物

品
が
市
場
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買

を
差
し
止
め
、
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買

を
差
し
止
め
、
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
卸
売
予
定
数
量
等
の
公
表
） 

（
卸
売
予
定
数
量
等
の
公
表
） 

第
四
十
八
条 

卸
売
業
者
は
、
毎
開
場
日
、
そ
の
日

の
主
要
な
品
目
に
つ
い
て
、
卸
売
予
定
数
量
並
び

に
卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
指
定
管
理
者
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
日
の
主
要
な
品
目
に

つ
い
て
、
卸
売
予
定
数
量
及
び
そ
の
主
要
な
産
地

並
び
に
卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
卸
売
場
の

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
八
条 

卸
売
業
者
は
、
毎
開
場
日
、
そ
の
日

の
主
要
な
品
目
に
つ
い
て
、
卸
売
予
定
数
量
並
び

に
卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
市
長 

 
 
 
 
 

に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
日
の
主
要
な
品
目
に

つ
い
て
、
卸
売
予
定
数
量
及
び
そ
の
主
要
な
産
地

並
び
に
卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
卸
売
場
の

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
報
告
に
基
づ
き
、
市

場
に
お
け
る
毎
開
場
日
の
卸
売
予
定
数
量
並
び
に

卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
公
表
し
な
け
れ
ば

２ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
前
項
の
報
告
に
基
づ
き
、
市

場
に
お
け
る
毎
開
場
日
の
卸
売
予
定
数
量
並
び
に

卸
売
の
数
量
及
び
卸
売
価
格
を
公
表
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。 

な
ら
な
い
。 

第
五
章 

市
場
施
設
の
利
用 

第
五
章 

市
場
施
設
の
使
用 

（
施
設
の
利
用
指
定
） 

（
施
設
の
使
用
指
定
） 

第
五
十
五
条 
卸
売
業
者
、
買
受
人
及
び
関
連
事
業

者
が
利
用
す
る
市
場
施
設
の
位
置
、
面
積
、
利
用

期
間
そ
の
他
の
利
用
条
件
は
、
指
定
管
理
者
が
指

定
す
る
。 

第
五
十
五
条 

卸
売
業
者
、
買
受
人
及
び
関
連
事
業

者
が
使
用
す
る
市
場
施
設
の
位
置
、
面
積
、
使
用

期
間
そ
の
他
の
使
用
条
件
は
、
市
長 

 
 
 
 
 

が
指

定
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
市
場
施
設
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
指
定
管
理
者
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
市
場
施
設
を

使
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
市
長 

 
 
 
 
 

の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
指
定
管

理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長 

 
 

 
 
 
 

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
用
途
変
更
、
転
貸
等
の
禁
止
） 

（
用
途
変
更
、
転
貸
等
の
禁
止
） 

第
五
十
六
条 

前
条
第
一
項
の
指
定
又
は
同
条
第
二

項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
施
設
の
用
途
を
変
更
し
、
又
は

当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
転
貸
し
、
若

し
く
は
他
人
に
利
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

第
五
十
六
条 

前
条
第
一
項
の
指
定
又
は
同
条
第
二

項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
施
設
の
用
途
を
変
更
し
、
又
は

当
該
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
転
貸
し
、
若

し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
長 

 
 
 
 
 

の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

（
原
状
変
更
の
禁
止
） 

（
原
状
変
更
の
禁
止
） 

第
五
十
七
条 

利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を

受
け
ず
に
市
場
施
設
に
建
築
、
造
作
若
し
く
は
模

様
替
を
加
え
、
又
は
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を

加
え
て
は
な
ら
な
い
。 

第
五
十
七
条 

使
用
者
は
、
市
長 

 
 
 
 
 

の
承
認
を

受
け
ず
に
市
場
施
設
に
建
築
、
造
作
若
し
く
は
模

様
替
を
加
え
、
又
は
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を

加
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

利
用
者
が
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
市

場
施
設
に
建
築
、
造
作
若
し
く
は
模
様
替
を
加
え
、

又
は
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を
加
え
た
と
き

は
、
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
に
対
し
て
返
還
の

際
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
費

用
の
弁
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

使
用
者
が
市
長 

 
 
 
 
 

の
承
認
を
受
け
て
、
市

場
施
設
に
建
築
、
造
作
若
し
く
は
模
様
替
を
加
え
、

又
は
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を
加
え
た
と
き

は
、
市
長 

 
 
 
 
 

は
、
使
用
者
に
対
し
て
返
還
の

際
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
費

用
の
弁
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
返
還
） 

（
返
還
） 

第
五
十
八
条 

利
用
者
の
死
亡
、
解
散
若
し
く
は
廃

業
又
は
業
務
認
定
の
取
消
し
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
市
場
施
設
の
利
用
資
格
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

相
続
人
、
清
算
人
、
代
理
人
又
は
本
人
は
、
指
定

第
五
十
八
条 

使
用
者
の
死
亡
、
解
散
若
し
く
は
廃

業
又
は
業
務
認
定
の
取
消
し
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
市
場
施
設
の
使
用
資
格
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

相
続
人
、
清
算
人
、
代
理
人
又
は
本
人
は
、
市
長
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管
理
者
の
指
定
す
る
期
間
内
に
自
己
の
費
用
で
当

該
施
設
を
原
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

指
定
管
の
指
定
す
る
期
間
内
に
自
己
の
費
用
で
当

該
施
設
を
原
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
規
制
） 

（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
規
制
） 

第
五
十
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
市
場
施
設
に
つ
い

て
、
業
務
の
監
督
、
災
害
予
防
そ
の
他
市
場
の
管

理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
に

対
し
、
利
用
の
指
定
若
し
く
は
許
可
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
の
制
限
若
し

く
は
停
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。 

第
五
十
九
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
市
場
施
設
に
つ
い

て
、
業
務
の
監
督
、
災
害
予
防
そ
の
他
市
場
の
管

理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
に

対
し
、
使
用
の
指
定
若
し
く
は
許
可
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
制
限
若
し

く
は
停
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
補
修
命
令
） 
（
補
修
命
令
） 

第
六
十
条 

指
定
管
理
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ

り
、
市
場
施
設
を
滅
失
又
は
損
傷
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
補
修
を
命
じ
、
又
は
そ
の
費
用
の
弁
償
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ

り
、
市
場
施
設
を
滅
失
又
は
損
傷
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
補
修
を
命
じ
、
又
は
そ
の
費
用
の
弁
償
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
料
金
等
） 

（
使
用
料
等
） 

第
六
十
一
条 

市
場
の
利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に

対
し
、
利
用
料
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
一
条 

市
場
の
使
用
者
は
、
別
表
第
四
に
定

め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

利
用
料
金
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
額
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
受

け
て
定
め
る
も
の
と
し
、
当
該
利
用
料
金
は
、
指

定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。 

 

３ 

月
額
の
利
用
料
金
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い

て
、
一
月
に
満
た
な
い
と
き
は
日
割
計
算
と
す
る
。 

２ 

月
額
の
使
用
料 

 

を
算
定
す
る
場
合
に
お
い

て
、
一
月
に
満
た
な
い
と
き
は
日
割
計
算
と
す
る
。 

４ 

指
定
管
理
者
は
、
公
益
上 

 
 
 

そ
の
他
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を

受
け
て
、
利
用
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
災
害
の
発
生
そ
の
他
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

市
場
に
お
い
て
使
用
す
る
電
力
、
ガ
ス
、
水
道

そ
の
他
施
設
利
用
に
伴
う
費
用
は
、
利
用
者
の
負

担
と
す
る
。 

４ 

市
場
に
お
い
て
使
用
す
る
電
力
、
ガ
ス
、
水
道

そ
の
他
施
設
使
用
に
伴
う
費
用
は
、
使
用
者
の
負

担
と
す
る
。 

（
市
場
秩
序
の
保
持
等
） 

（
市
場
秩
序
の
保
持
等
） 

第
七
十
五
条 

第
七
十
五
条 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
市
場
秩
序
の
保
持
又
は
公
共

の
利
益
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

２ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
市
場
秩
序
の
保
持
又
は
公
共

の
利
益
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
取
引
参
加
者
及
び
市
場
入
場
者 

 
 
 
 

 
 

に
対
し
入
場
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
。 

る
と
き
は
、
取
引
参
加
者
及
び
市
場
へ
入
場
す
る

者
に
対
し
入
場
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
市
長
に
よ
る
管
理
） 

第
七
十
七
条 

市
長
は
、
第
二
条
の
二
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を

取
り
消
し
、
又
は
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
及
び

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
「
市
長
」
と
、
「
と
き
は
、
市
長
の
承

認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
」
と
、
第

十
条
第
一
項
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使

用
料
」
と
、
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
」

と
、
第
三
十
条
第
三
項
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る

の
は
「
使
用
料
」
と
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六

条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十

八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
五
条
か

ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
「
市
長
」
と
、
第
六
十
一
条
第
一
項
中

「
指
定
管
理
者
に
対
し
、
利
用
料
金
」
と
あ
る
の

は
「
市
長
に
対
し
、
使
用
料
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
利
用
料
金
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を

受
け
て
定
め
る
も
の
と
し
、
当
該
利
用
料
金
は
、

指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
」

と
あ
る
の
は
「
前
項
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第

四
に
定
め
る
と
お
り
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
利

用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
第

四
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
」

と
、
「
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
料
金
」
と

あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項

中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
十
七
条 

削
除 
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別
表
第
四
（
第
六
十
一
条
関
係
） 

別
表
第
四
（
第
六
十
一
条
関
係
） 

種
別 

利
用
料
金
の
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
議
室 

一
回
（
三
時
間
）
に
つ
き 

七
二
〇
円 

超
過
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
割
増
、
夜

間
（
午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
）

利
用
の
場
合
は
二
割
増 

 
 

 
 

 
 

 

種
別 

使
用
料 

 

の
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
議
室 

一
回
（
三
時
間
）
に
つ
き 

七
二
〇
円

超
過
時
間
一
時
間
に
つ
き
一
割
増
、
夜

間
（
午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
）

使
用
の
場
合
は
二
割
増 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

備
考 

面
積
に
係
る
使
用
料
の
額
並
び
に
会
議
室

及
び
冷
蔵
庫
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
こ
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
て
得
た
合
計
額
に
消
費
税
額
及
び
地
方
消

費
税
額
を
加
え
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
と
す
る
。 

１ 

面
積
に
係
る
利
用
料
金
の
額
並
び
に
会
議

室
及
び
冷
蔵
庫
に
係
る
利
用
料
金
の
額
に
つ

い
て
は
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
に
消
費

税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
加
え
、
一
円
未

満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。 

２ 

第
七
十
七
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

別
表
第
四
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使

用
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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